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東日本大震災からの復興の基本方針（抄） 
（東日本大震災復興対策本部決定・平成23年7月29日） 

 

５ 復興施策 
(1)災害に強い地域づくり 
②「減災」の考え方に基づくソフト･ハードの施策の総動員 
(ⅵ)速やかな復興を支えるため、埋蔵文化財の迅速な調査が可能と
なるよう、弾力的な措置を講ずるとともに、体制の整備を行う。 

③土地利用の再編等を速やかに実現できる仕組み等 
(ⅰ)津波による被害等からの復興のため、一体となった土地利用再
編が必要な地域において、土地利用の調整を迅速に行うため、都
市計画法、農業振興地域整備法、森林法等に係る各種手続を、
一つの計画の下で、ワンストップで処理する特例措置を検討する。
また、同様の趣旨から、地域における文化財の役割に留意しつつ、
文化財保護法の弾力的運用についても検討する。 

(2)地域における暮らしの再生 
⑤文化・スポーツの振興 
(ⅰ)「地域のたから」である文化財や歴史資料の修理・修復を進める
とともに、伝統行事や方言の再興等を支援する。また、被災した博
物館･美術館･図書館等の再建を支援する。 

(ⅱ)地域を元気づける文化芸術活動に対する支援を行うとともに、芸
術祭・音楽祭等のイベントの開催を支援する。 

(4)大震災の教訓を踏まえた国づくり 
③世界に開かれた復興 
(ⅰ)日本再生に関する外国の理解を増進し、日本ブランドを再構築
し、日本産品の信頼性回復・向上を図るため、効果的な情報発信
を強化しつつ、「クールジャパン」の推進、海外における風評被害
への対策、在外公館等を活用した地方の魅力発信、青少年交流
や親日家育成のための交流プログラムの実施等に取り組む。 
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